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建設業許可申請等の手引き（令和８年３月版）

前版からの主な変更点

問い合わせ
対応時間を変更

電話でのお問い合わせや県庁窓
口への書類持ち込みにつきまし
ては、原則として9時から12時
と13時から16時を受付時間と
します。

申請・届出書の
提出方法を変更

申請・届出方法を変更しました。
今後は、正本・副本は、チェックシー
トに記載された順序に沿って綴り、
封筒には許可番号を記載してくだ
さい。

許可手数料の
取扱いを変更

還付は誤納付の場合に限ります。
許可要件を満たさない場合や、審
査開始後の申請者の都合による取
下げ時は還付できません。

常勤性を確認す
る資料等を変更

常勤性を確認する資料等について、
令和７年12月２日以降、事業者名が
記載された健康保険被保険者証の
写しは不可としました。

新潟県独自様式
チェックシート

を変更
「県独自様式」や【許可】【変更】【認
可】のチェックシートを変更しました。
今後は最新の様式での提出をお願
いします。

残高証明書の
取扱いを変更

残高証明書等の有効期間を、申
請日から証明基準日までの期間
を、２週間→１か月に延長します。
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１-１ 申請方法の明確化

問い合わせ対応時間の変更
問い合わせ受付は9〜12時・13〜16時を原則とし、前後の時間帯も可能
な範囲で対応します。来庁時間も同様の取扱いとします。

申請・届出に関する手続 （手引き１頁）

審査体制の充実と業務の効率化を図るための
取り組みです。
皆さまにはご理解とご協力をお願い申し上げ
ます。

変更



１-２ 申請方法の明確化

提出方法の取扱いを具体化
書面申請の提出順序と留め方を統一し、封筒に許可番号記載を徹底。
審査の迅速化と誤り防止を図ります。

申請・届出に関する手続 （手引き２～３頁）

変更



１-３ 申請方法の明確化

申請手数料の取扱いを変更
手数料の誤納付が続いているため、金額と要否の確認を強く求め、誤納付
のみ還付対象とする点を明確にしました。

申請・届出に関する手続 （手引き４頁）

変更



２-１ 経営業務管理責任者に関する説明の充実

常勤役員等、直接に補佐する者の区分を整理
経営業務管理責任者の要件の質問が多く見られたため、内容を分かりやすく
再整理し、表現を見直して理解促進を図りました。

Ⅰ 建設業許可制度の概要 （手引き１２～１５頁）



経営業務管理責任者のフロー図
経験の該当範囲や判断ポイントを整理し、確認手順のフロー図も追加。
申請者の区分を図で確認でき、活用しやすい内容としました。

Ⅰ 建設業許可制度の概要 （手引き 頁）、Ⅷ 確認資料等 （手引き１６頁）

２-2 経営業務管理責任者に関する説明の充実



３-１ 申請書類・変更届出書レイアウト変更

申請時の各種様式や添付書類を整理
過去の審査や質問を踏まえ、業務で使いやすいよう表現と構成を見直し、
手続の流れに沿って書類の注意事項等が分かる内容に整理しました。

Ⅳ 建設業許可申請時の提出書類 （手引き２３～２６頁）、Ⅵ 承継認可申請時の提出書類 （手引き３２～３６頁）



３-２ 申請書類・変更届出書レイアウト変更

Ⅶ 許可を受けたあとの届出 （手引き３７～４４頁）

変更届出書の提出書類を整理
変更事項ごとに様式を明示して整理。判断しやすい構成とし、特に問い合わせ
の多い項目の説明を充実させました。



３-３ 申請書類・変更届出書レイアウト変更

新潟県独自様式やチェックシートを変更
事業主・役員等・建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表（県独
自様式）及びチェックシートを変更しました。

Ⅸ チェックシート（手引き５８～６３頁）、Ⅹ 各様式の記載例、注意点 （手引き１３３頁）

新潟県独自様式 チェックシート 変更変更



４-１ 確認資料（添付書類）説明の充実

図を利用し、情報を視覚化
必須資料を図で示し視覚化をしました。登記されていないことの証明などを
分かりやすくし、直感的に理解できる構成としました。

Ⅷ 確認資料等 （手引き４５～５７頁）



４-2 確認資料（添付書類）説明の充実

残高証明書の取扱いを変更
残高証明書等の有効期間を、申請日から証明基準日までの期間を
２週間→１か月に延長します。

Ⅷ 確認資料等 （手引き５７頁）

残 高 証 明 書

令和●●年●●月●●日

○○銀行△△支店

新潟市中央区新光町４番地１
（株）新潟県庁

令和８年３月６日 現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明します。
なお、・・・・

印

・建設業許可申請日から証明基準日（発行日ではない）が１か月以内のも
のを提出する。

・複数の残高証明書の合算で500万円以上とする場合は、必ず同じ証明
基準日のものを提出する。

証明基準日

発行日

（例）
建設業許可申請日
令和８年４月１日

証明基準日
令和８年３月６日 → OK

変更



４-3 確認資料（添付書類）説明の充実

確認資料を細分化
お問い合わせの多い経営業務管理責任者の提出資料を、地位・期間・経験別
に整理しました。要件ごとに必要な資料が一目で分かるようにしました。

Ⅷ 確認資料等 （手引き４９～５３頁）

※経営経験の期間や内容を既存資料で証明できない場合は、従来どおり雇用関係にあった代表者による一筆での証明も可能です。
様式は任意ですが、「誰が」「いつからいつまで」「どのような業務で経営業務全般を補佐していたか」が分かる内容を記載し、代表者または事
業主が作成したものを証明資料として取り扱います。



４-4 確認資料（添付書類）説明の充実

常勤性を確認する資料の具体例を整理
常勤性を確認する資料を状況別に具体例で整理しました。
令第３条の使用人も常勤性を確認する資料の提出が必要と明文化しました。

Ⅷ 確認資料等 （手引き５５～５６頁）



５-１ 記載例の注釈の充実

「記載例、注意点」を冒頭に追加
様式共通の記載例・注意点を冒頭に配置し、共通事項を明確化して書類作成
時の誤りを防ぎやすくしました。

Ⅹ 各様式の記載例、注意点 （手引き６４～６６頁）



５-２ 記載例の注釈の充実

レイアウトを改善、注釈を追加
記載欄を色分けし注意点を明確化するとともに、誤りの多い様式の説明を
整理して分かりやすい内容にしました。

Ⅹ 各様式の記載例、注意点 （手引き６７～１３３頁）



５-３ 記載例の注釈の充実

具体的なケースを例示
区分が分かれて誤りやすい様式は、代表例を示して整理し、記載例を確認
しながら作成できるようにし、書類の正確性が高まるよう工夫しました。

Ⅹ 各様式の記載例、注意点（手引き６７～１３３頁）
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